
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMIYA NEWS 
No.８６    202４年１２月 ５日 ＪＲ東労組大宮地本 

本日、大地申第８号団体交渉が１０：００～大宮支

社２０２会議室において開催される予定でした。し

かし開始が約２分遅れました。理由は団体交渉参

加者が会社の指示により、「団体交渉開始の３０

分前に職場を出るように」と指示されました。 

時間的に余裕もなく、遅れてはいけない大切な交渉のため本人は現場

長に時間的に間に合わない可能性がある旨を事前に申し出ていました。

結果として息を切らせ、到着しました。主たる勤務地ではないため、非番

で泊まり勤務の荷物と制服などをそのまま持ち込む状態でした。 

時系列など明らかにし、問題点を明らかにします！ 

1２月５日開催 

組）交渉開始の３０分前に職場を出発する根拠がわからない。会社の認識は？ 

会）職場から支社に電話があった。職場の出発時間は（支社から）指導できないが、職場に確認

していく。このような状況になったのは重く受け止める。しっかり考えなければならない。 

組）出張や会議の時と取り扱いが違う。会社の会議と何が違うのか？ 

会）団体交渉が遅れるのは良いとは思わない。 

組）労働組合に対して（職場出発が）３０分と他の（会社の）会議との整合性が合わない。 

会）改めて現場に事実を確認する。今回の事象は受け止めたいし、本来こういう議論はすることではない。申８号交

渉が３０分遅れたことは受け止めたい。 


